
改正前 改正後

　（施設）
第３条　サンライズパークの施設は、陸上競技場、アリーナ、体育館、
水泳場、球技場、庭球場、エアーライフル射撃場、ボクシング・フェ
ンシング場、馬術場、ランニングコース及び合宿所とする。

　（施設）
第３条　サンライズパークの施設は、陸上競技場、アリーナ、体育館、
水泳場、球技場、庭球場、エアーライフル射撃場、ボクシング・フェ
ンシング場、馬術場、ランニングコース、合宿所及び駐車場とする。
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